
 

 

 

教員支援員の任用スケジュールの見直しについて 

 

 

 

学校における働き方改革の一環として、教員の事務的・作業的業務を補助し、 

その負担を軽減することにより、長時間勤務の縮減を図るため、今年度、全小・

中学校に各１名の「教員支援員」を配置予定である。 

 

 

 

１ 任用スケジュールの見直し 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態宣言の発令を受け、採用 

選考（面接）を延期したため、任用スケジュール（任用開始日）を見直した。 

   

○任用開始日 

当  初  令和２年６月１日 以降 

見直し後 令和２年７月１日 以降 

※ ５月29日現在の応募者数は66名であり、配置予定人数に満たないため、

引き続き公募を行い、必要な人員確保に努める。 

 

 

２ その他 

 （１）選考方法 

公募し、作文及び面接により選考する。 

 

（２）勤務条件 

週４日、１日６時間（休憩時間１時間を除く）  

報酬、期末手当及び通勤手当の支給 
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